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本
法
律
案
は
、
質
の
高
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
確
保
と
社
会
福
祉
事
業
等
の
安
定
し
た
経
営
基
盤
の
確
立
の
双
方
の
実
現
に
向

け
て
、
多
様
で
複
雑
な
福
祉
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
包
括
的
な
支
援
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
福
祉
人
材
の
安
定
的
な
確
保
や
定

着
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
小
規
模
市
町
村
は
、
包
括
的
な
支
援
体
制
の
整
備
を
促
進
す
る
た
め
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
ま

た
、
市
町
村
は
、
地
域
住
民
の
支
援
等
を
検
討
す
る
会
議
を
組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

二
、
中
山
間
・
人
口
減
少
地
域
に
お
い
て
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
配
置
基
準
や
包
括
的
な
評
価
の
仕
組
み
が
導
入
可
能
と
な

る
特
例
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
類
型
等
を
新
設
す
る
。 

三
、
近
隣
に
居
住
す
る
家
族
が
い
な
い
こ
と
等
に
よ
り
日
常
生
活
等
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
生
計
困
難
者
に
対
す
る
保
健
医

療
サ
ー
ビ
ス
等
の
利
用
の
援
助
を
行
う
事
業
を
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
に
位
置
付
け
る
。 

四
、
市
町
村
は
、
地
域
に
お
け
る
成
年
後
見
制
度
等
の
適
切
な
利
用
の
支
援
の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
機
関
と
し
て
、
地
域
権

利
擁
護
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 



二

五
、
中
重
度
等
の
要
介
護
者
を
入
居
さ
せ
る
有
料
老
人
ホ
ー
ム
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
都
道
府
県
知
事
の
登
録
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
そ
の
入
居
者
に
係
る
相
談
支
援
の
類
型
を
新
設
し
、
利
用
者
負
担
を
求
め
る
。 

六
、
都
道
府
県
は
、
社
会
福
祉
事
業
等
従
事
者
の
確
保
を
図
る
た
め
、
協
議
会
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

七
、
介
護
福
祉
士
養
成
施
設
等
を
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
十
三
年
度
ま
で
の
間
に
卒
業
し
た
者
は
、
卒
業
し
た
日
の
属
す

る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
か
ら
五
年
間
、
介
護
福
祉
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
卒
業
し
た
者
が

五
年
間
継
続
し
て
介
護
等
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
、
引
き
続
き
介
護
福
祉
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
も
の
と
す

 

る
措
置
の
対
象
を
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
間
に
卒
業
し
た
者
と
す
る
。

八
、
介
護
支
援
専
門
員
証
の
有
効
期
間
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
交
付
又
は
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
る
た
め
に
受
講
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
研
修
を
廃
止
す
る
。 

九
、
社
会
福
祉
連
携
推
進
法
人
は
、
認
定
所
轄
庁
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
第
二
種
社
会
福
祉
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。
ま
た
、
社
会
福
祉
法
人
が
解
散
す
る
場
合
の
残
余
財
産
の
帰
属
先
に
地
方
公
共
団
体
を
追
加
す
る
。 

十
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
災
害
時
福
祉
業
務
に
従
事
す
る
旨
の
承
諾
を
し
た
者
を
登
録
す
る
も
の
と
す
る
。 

十
一
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


